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第4回申請の一部補正(R2.3.30)に対する確認事項 （No.11 R2/6/12）：第4編（BDBA） 

【回答】 

消防自動車から補給水系配管までの距離は、図1に示すとおり約34mである。また、取水時の消防自

動の停車位置から水源まで距離は、図2に示すとおり約10mである。 

なお、消防自動車の停車位置から水源まで実際に10mの消防用吸管を敷設し、揚水可能な長さを有し

ていることを確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 原子炉建家内の緊急注水用ホースの敷設ルート  

消防自動車から補給水系配管までの距離が 40m 以内であること及び取水時の消防自動車の停止位置

から水源までの距離が10m以内であることを図等を用いて説明すること。 

核物質防護情報が含まれているため公開出来ません。 
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図2 機械棟内の消防用吸管の敷設ルート 

 

 

第4回申請の一部補正(R2.3.30)に対する確認事項 （No.12 R2/6/12）：第4編（BDBA） 

【回答】 

BDBA 評価時の使用済燃料貯蔵プールの初期水位から燃料頭頂部までの水の容積は約 11.6m3である。

事象発生から約15日でプール水温度が100℃に達し、約19日で使用済燃料の頭頂部までの水位が維持

できなくなると評価している。 

1日当たり蒸発量は、11.6m3を 4日で除算した場合2.9m3である。このため、消防自動車が1.0m3以

上水槽を有していれば、1日あたり3回以上の注水を行えば使用済燃料の冠水を維持できることから、

消防自動車の水槽の設計仕様を1.0m3以上とした。 

本文の消防自動車の設計条件を「使用済燃料貯蔵プールに 1 日あたり 3.0m3給水できること。」とす

る。 

 

第4回申請の一部補正(R2.3.30)に対する確認事項 （No.13 R2/6/12）：第4編（BDBA） 

【回答】 

本文の3.1設計条件の「－」を「使用済燃料貯蔵建家」とする。 

  

BDBA発生時に必要となる使用済燃料貯蔵プールへの給水量は1日当たり1.0ｍ3であることを定量的

に説明すること。 

使用済燃料貯蔵建家は「－」となっているが、基準地震動による地震力に対して耐震余裕を有するこ

との評価対象としているのであれば、表現を適正化すること。 
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第4回申請の一部補正(R2.3.30)に対する確認事項 （No.14 R2/6/12）：第4編（BDBA） 

【回答】 

3.2設計仕様を以下のとおり修正する。 

3.2設計仕様 

(1) 消防自動車・ホース 

緊急注水用ホースについて、本申請の範囲を第 3.1 図に示す。緊急注水用ホースを第 3.1 図に示

す既設の補給水系配管※に接続して注水を行う。 

 

(2) 可搬型計器・可搬型発電機 

保管場所を第3.2図から第3.4図に示す。また、本申請の範囲を第3.5図に示す。可搬型計器・可

搬型発電機を第3.5図に示す既設の計装盤等※に接続して監視を行う。 

可搬型計器は原子炉建家内の2箇所に各1式を分散して保管し、可搬型発電機は原子炉建家以外

の2箇所に1式を分散して保管するものとする。 

 

※： 4安（原規）第312号（平成4年9月30日）認可 

  

既設工認の認可番号等を記載し、既設工認の範囲の設計が確認できるようにすること（他の申請も同

様）。 
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第4回申請の一部補正(R2.3.30)に対する確認事項 （No.20 R2/6/18）：第4編（BDBA） 

【回答】 

夏海湖からの揚水場所の代表位置として示す図 1 の位置では、消防自動車は T.P.+約 32m（国土地理

院地図：https://maps.gsi.go.jp/）に駐車し、T.P.約+27mの夏海湖から揚水する。消防車の吸水口の高さ

を約1mとする場合、約6mの高さを揚水する必要がある。このため、設計仕様に「6.5m以上の高さを

揚水できること」を追加する。 

使用済燃料貯蔵プールへの注水は、地上階に停車させた消防自動車から原子炉建家の地下階にある補

給水系配管へ接続して行う。このときプール水位も地下階にあることから、B-2級以上で十分注水可能

である。 

 

図1 夏海湖の取水位置の代表例  

夏海湖から消防自動車までの揚水及び消防自動車から使用済燃料貯蔵プールへの注水について、消防

自動車のポンプがB-2級以上であれば十分可能であることを具体的に説明すること。 
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第4回申請の一部補正(R2.3.30)に対する確認事項 （No.21 R2/6/18）：第4編（BDBA） 

【回答】 

本文の3.設計に以下を追記する。 

 

3. 設計 

多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材等として以下を設ける。 

(1) 使用済燃料貯蔵プールへ注水するための資機材 

(2) 可搬型発電機 

(3) 防護機材 

(4) 原子炉建家からの放射性物質の放散を抑制するための資機材 

 

3.1設計仕様 

 (4) その他の資機材 

種類 条件 

目張り用資機材 ・原子炉建家外壁等の目張りができること。 

防護具 
・放射性物質に対する呼吸保護具であること。 

・放射性物質に対する防護衣であること。 

瓦礫撤去用工具 ・瓦礫撤去に使用できること。 

 

3.2 設計仕様 

(4) その他の資機材 

 

種類 数量 

目張り用資機材 目張り用テープ 20m 

防護具 チャコールフィルタ付き全面マスク、防護服 1式 

瓦礫撤去用工具 ハンマー・ツルハシ・シャベル 2式 

 

 

目張り等による原子炉建家の気密の改善等の基準適合性の説明に必要な事項は、まず本文において説

明すること。 


